
第１６号議案 

 

 

町田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年(２０２６年)３月９日 

 

                                        提出者  町田市長  稲 垣 康 治 



町田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

町田市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３３年２月町田市条例第１１号）の

一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 
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改正後 改正前 

（通勤手当） （通勤手当） 

第１８条の４ 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 第１８条の４ 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 

（１）略 （１）略 

（２）通勤のため自転車その他の市規則で定める交通の用具（以下この条

において「自転車等」という。）を使用することを常例とする職員（自

転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が

認める職員以外の職員であって、自転車等を使用しないで徒歩により

通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であ

るもの及び次号に掲げる職員を除く。） 

（２）通勤のため自転車その他の市規則で定める交通の用具（以下この条

及び別表第９において「自転車等」という。）を使用することを常例

とする職員（自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難で

あると市長が認める職員以外の職員であって、自転車等を使用しない

で徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメー

トル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。） 

（３）略 （３）略 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、第１号及び

第３号に掲げる職員にあっては月の１日からその月以後の月の末日ま

での期間として市規則で定める期間（以下この条において「支給対象期

間」という。）、第２号に掲げる職員にあっては月の１日から末日まで

の期間につき、当該各号に定める額とする。 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、第１号及び

第３号に掲げる職員にあっては月の１日からその月以後の月の末日ま

での期間として市規則で定める期間（以下この条において「支給対象期

間」という。）、第２号に掲げる職員にあっては月の１日から末日まで

の期間につき、当該各号に定める額とする。 

（１）略 （１）略 

（２）前項第２号に掲げる職員 市規則で定める職員の区分及び４万５，

６００円を超えない範囲内で自転車等の片道の使用距離の区分に応

じて市規則で定める額（第１８条の６第１項の規定により在宅勤務等

手当の支給を受ける職員及び定年前再任用短時間勤務職員及び任期

付短時間勤務職員のうち、１月当たりの通勤回数を考慮して市規則で

定める職員にあっては、その額から、その額に市規則で定める割合を

乗じて得た額を減じた額） 

（２）前項第２号に掲げる職員 別表第９に掲げる職員の区分及び自転車

等の片道の使用距離の区分に応じて同表に定める額（第１８条の６第

１項の規定により在宅勤務等手当の支給を受ける職員及び定年前再

任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、１月当たりの

通勤回数を考慮して市規則で定める職員にあっては、その額から、そ

の額に市規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額） 
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（３）略 （３）略 

３～７ 略 ３～７ 略 

 別表第９（第１８条の４関係） 

 
職員の区分 

 

 

 

自転車等の片道 

の使用距離の区分 

１  ２以外の職

員 

２  身体に障が

いを有する職

員で通勤が困

難であるもの

として市規則

で定めるもの 

５キロメートル未満 ２，６００円 ４，５００円 

５キロメートル以上１０キ

ロメートル未満 

３，０００円 ６，２００円 

１０キロメートル以上１５

キロメートル未満 

５，０００円 ９，６００円 

１５キロメートル以上２０

キロメートル未満 

７，０００円 １３，０００円 

２０キロメートル以上２５

キロメートル未満 

９，０００円 １６，４００円 

２５キロメートル以上３０

キロメートル未満 

１１，０００円 １９，８００円 

３０キロメートル以上３５

キロメートル未満 

１１，０００円 ２３，２００円 

３５キロメートル以上４０ １３，０００円 ２６，６００円 
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キロメートル未満 

４０キロメートル以上４５

キロメートル未満 

１３，０００円 ３０，０００円 

４５キロメートル以上５０

キロメートル未満 

１４，０００円 ３１，８００円 

５０キロメートル以上５５

キロメートル未満 

１４，０００円 ３３，６００円 

５５キロメートル以上６０

キロメートル未満 

１５，０００円 ３５，４００円 

６０キロメートル以上 １５，０００円 ３７，２００円 
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附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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